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第 1 章 はじめに 

1. 鹿島市の地理的現況 

本市は、佐賀県の⻄南部に位置し、市域東部は有明海が広がり、市域⻄南部は多良⼭
系の経ヶ⼭により⻑崎県⼤村市と県境を成しています。また、南部は多良⼭系の麓で川
が谷を刻んでいます。北部は海岸沿いに平野部が広がっており、行政区域面積は、112.1
㎢です。交通網として、ＪＲ⻑崎本線が南北に縦断し、それに平行して⾛る国道 207 号
には⻄南部からは国道 444 号、北⻄部からは国道 498 号が市街地で合流しています。ま
た、多良⼭系から流れる河川は、扇状平野部の市街地を中心に 4 つのブロックを形成し
ながら有明海へそそいでいます。  

 

 
図表 1 鹿島市配置図 
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2. 経営戦略策定の経緯 

 
本市の下水道事業は、下水道機能の充実を図りながら市⺠の⽣活向上のため施設整備を

進めてきましたが、今後の経営環境は、資産の老朽化に伴う更新時期の到来や人口減少等
に伴う使用料収入の減少等により厳しさを増していくことが予想されます。 

このような中、下水道事業の継続的かつ安定的な経営を図るため、将来の事業環境や課
題等を中期的な視点から客観的に整理し、下水道事業の目指すべき方向性を明らかにする
ものとして平成 29 年 3 月に「鹿島市公共下水道事業経営戦略」を策定しました。 

令和 2 年 3 月には「社会資本整備総合交付金等の交付にあたっての要件等の運用につい
て」（国土交通省通知）により、令和 2 年度以降、少なくとも 5 年に 1 回の頻度で、下水道
使用料の改定の必要性に関する検証を行い、経費回収率の向上に向けたロードマップを策
定し、国土交通省へ提出すること、そして検証結果を公表していることが令和７年度以降
の交付対象要件とされるなど経営の健全化に取り組むことが求められています。 

また、令和 2 年４月から「公営企業会計」へ移行し、経営・資産等を正確に把握するこ
とができるようになったことや令和４年 1 月の「経営戦略の改定推進について」（総務省通
知）により経営戦略の見直しを要請されたことから、更なる経営基盤の強化と財政マネジ
メントの向上に取り組むため、今回経営戦略を見直すものです。 

 

 
図表 2 「公営企業の経営に当たっての留意事項について」（平成 26 年８月 29 日付通知） 

経営戦略[イメージ]

投資・財政計画（収支計画）

投資試算 財源試算均衡

投資以外の経費

反映
効率化・経営健全化の取組み方針

組織・人材等 広域化・⺠間活⽤等 その他経営基盤強化

資金管理・調達等 その他重点事項
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3. 戦略の位置付け(既存計画との関係性) 

 
下水道事業の「経営戦略」は、本市の総合的な計画である「第七次鹿島市総合計画」や

佐賀県の県内団体の包括的な既存計画と整合を図り、中期的視点により今後の取り組みや
目指すべき方向性を定めています。経営戦略と既存計画との位置づけは下記のとおりです。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. 計画期間 

 
総務省通知「公営企業の経営に当たっての留意事項について」では、計画期間は 10 年以

上を基本としています。本経営戦略の計画期間は、令和 6 年度から令和 15 年度までの 10
年間とします。 

 

 
令和 6 年度から令和 15 年度までの 10 年間 

鹿島市下水道事業経営戦略 
図表 3 下水道事業に関連する計画 
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第２章 下水道事業の概要 

1. 鹿島市下水道事業の状況 

 
本市の公共下水道は、昭和 61 年度に JR 肥前鹿島駅の市街地を中心として約 109ha の事

業認可を受け、それまで未着手であった汚水事業に着手し、水洗化による都市⽣活環境の
改善と公衆衛⽣の向上、公共水域の水質保全を行ってきました。また、降雨による浸水や
滞水の被害を防ぐことを目的に進めてきた都市下水路事業も公共下水道事業の雨水渠に位
置付けることにより、雨水・汚水を一貫して整備を進めてきました。 

平成 4 年度から平成 27 年度にかけて 4 度認可区域を拡⼤し供用区域を拡⼤してきました
が、平成 26 年 1 月、汚水処理を所管する 3 省（国土交通省、農林水産省、環境省）が「持
続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル」を策定し、都道府県
に対し人口減少社会を踏まえた徹底的な汚水処理手法の見直しを行うこと要請したこと、
また平成 27 年 6 月に下水道法の改正により雨水公共下水道事業が創設されたことから、平
成 27 年 3 月、「鹿島市⽣活排水処理施設整備構想」を見直し、鹿島市の汚水処理施設の有
する特性、経済性を統合的に勘案し、社会情勢の変化などに応じた効率的かつ適正な整備、
運営管理手法の選定・継続的な進捗管理に関する方針を定めました。 

平成 30 年度に下水道事業の全体計画を見直し、全体計画を 668ha から 523ha に縮小し
中期（10 年）での汚水処理の概成を目指す一方で、汚水事業を除外した区域 158ha は合併
浄化槽での整備推進を図るとともに雨水公共下水道を導入し、集中豪雨等による浸水被害
を軽減するための施設整備を進めています。 
 今日に至るまでの間、施設整備を行った結果、汚水処理人口普及率は約 66.6％（令和 3
年度末現在）となり毎日約 18,600 人の汚水を集めて浄化・放流することで、市内の河川・
水路への⽣活排水の流入が減少し年々水質が改善されています。また、雨水施設の整備に
より、⼤きな浸水被害も減少傾向にありますが、近年の集中豪雨等に対応するため、雨水
管路・ポンプ場の新規建設・増築を行っています。 
 私たちの暮らしを支える道路や下水道等の社会基盤施設（インフラ施設）は、災害等の
問題が発⽣しなければ認識されませんが、点検整備をしながら古くなれば修繕や改築など
を行い維持管理し続けていく必要があります。通常コンクリートは、適切に点検・補修す
れば 50 年、設備は 15 年使用できると言われています。令和 5 年 3 月 31 日時点で、当市
は延⻑ 91km の汚水管渠、14km の雨水管、下水道終末処理場（鹿島浄化センター）、3 箇
所の汚水中継ポンプ場、6 箇所の雨水ポンプ場と多くの施設を稼働させており、改築更新
に追われている状況です。 
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 現在、過去に投資した企業債を償還する中、人口は減少に転じており、今後多額の施設
の点検・補修・改築更新をいかに進め、安全・安心に暮らし続けながら、鹿島市をどう子
どもたちに引き継ぐか、30 年先を見据えて、今後 10 年の下水道投資・財政のあり方を考
える必要があるます。また、本市の下水道事業は令和 2 年度から地方公営企業法を適用し
公営企業会計に移行したことから、今般「鹿島市公共下水道事業経営戦略」を見直すこと
としました。 
 この鹿島市公共下水道経営戦略は、市の社会基盤施設全体のマネジメント計画等関連計
画を参照しながら、令和 6 年度（2024 年度）〜令和 15 年度（2033 年度）の今後 10 年間
に取り組むべき事業と投資・財政計画として平成 28 年度に策定した経営戦略を見直すもの
で、総務省が策定を要請した「経営戦略」として位置付けます。 
 

 

「経営戦略策定・改定マニュアル」（令和 4 年 1 月 25 日）より 

図表 4 経営戦略の策定時と改定時におけるプロセス 
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2. 鹿島市の下水道事業 

 
 本市の下水道事業は昭和 61 年度に鹿島中央処理分区から事業を着手し、平成６年度には
鹿島市浄化センターを供用開始し、汚水処理区域を順次拡⼤してきました。処理区域が拡
⼤し普及率が上昇してきた中で、河川や海への⽣活排水の流入が減少し、水質が⼤きく改
善してきました。 
 一方で、都市化の進展に伴い、従前は雨水が地表に留まり地中に浸透していた田畑や⼭
林などが宅地や舗装された道路に変わると、降雨の⼤半が一挙に雨水管渠や河川に流出す
ることになりました。それに伴い、市街地における浸水リスクが⼤きくなり、雨水施設や
河川も順次整備を進めてきたことにより、床上・床下浸水被害は減少傾向にあります。 
 

 
図表 5 鹿島市河川の水質改善と下水道普及率 

 
※出典：鹿島市地域防災計画（令和 4 年 6 月版） 

図表 6 台風などによる浸水被害 
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3. 区域図 

 

 
図表 7 汚水施設位置図 

 
 

凡    例 
全体計画区域 
事業認可区域 
下水道終末処理場 
中継ポンプ場 

中村汚水中継ポンプ場 
平成 12 年（2000 年） 

中牟田グリーンセンター 
平成 6 年（1994 年） 

浜新町汚水中継ポンプ場 
平成 21 年（2009 年） 

鹿島市浄化センター 
平成 6 年（1994 年） 
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図表 8 雨水施設位置図 

 

乙丸雨水ポンプ場 
平成 20 年（2008 年） 

中牟田雨水ポンプ場 
昭和 62 年（1987 年） 

中村雨水ポンプ場 
平成 4 年（1992 年） 
 

⻄牟田雨水ポンプ場 
平成 3 年（1991 年） 

横田雨水ポンプ場 
昭和 55 年（1980 年） 

南舟津雨水ポンプ場 
昭和 55 年（1980 年） 
 

凡    例 
全体計画区域 
事業認可区域 
下水道終末処理場 
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第３章 下水道事業の現状 

1. 下水道整備の推移状況 

（１）これまでの投資 
 下水道事業への投資は、昭和 62 年度（1987 年度）以降、汚水管渠、ポンプ場や下水
道終末処理場等に対し重点的に投資額を増やし、平成５年度（1993 年度）にピークを迎
え、平成 22 年度（2010 年度）以降は、財政状況を踏まえ減額に転じましたが、近年の
豪雨災害への対策、下水道の未普及対策の促進を目的として平成 30 年度（2018 年度）
から投資額を増額して現在に至っています。 

また、令和 2 年度（2020 年度）4 月に公営企業会計に移行した時点での下水道事業会
計の固定資産額は、約 139 億円となっています。 

 

 
図表 9 鹿島市下水道施設への投資額の建設改良費の過年度実績 

 

種  別 投資額 備  考 
管  渠 約 147 億円 汚水・雨水 
ポンプ場 約  77 億円 汚水・雨水 

下水道終末処理場 約  40 億円 汚水 
そ の 他 約   6 億円  

図表 10 過年度の施設別投資額（昭和 60 年度（1985 年度）~令和３年度（2021 年度）） 
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（２）公共下水道施設 
 
  これまで投資を続けてきた結果、公共下水道の汚水管渠・雨水管渠、下水道終末処理

場、中継ポンプ場等の公共下水道施設は図表 11〜図表 12 のとおり、⼤きな資産となっ
ています。 

 

種  別 既設数量 
下水道終末処理場 1 箇所 
汚水中継ポンプ場 3 箇所 

汚水管渠 91 km 
汚水マンホールポンプ 3 箇所 

雨水ポンプ施設 6 箇所 
雨水管渠 14 km 

図表 11 公共下水道施設の管理数量(令和 5 年 3 月 31 日現在) 

 

処理区名 鹿島処理区 
処理場名 鹿島市浄化センター 
処理方式 標準活性汚泥法 
敷地面積 32,291 ㎡ 

計画処理能力 6,200 ㎥/日 
計画処理人口 13,300 人 

現有能力 6,200 ㎥/日 
図表 12 公共下水道終末処理場（事業計画）(令和 5 年 3 月 31 日現在) 
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（３）整備・普及状況 
  本市の公共下水道における整備状況は、汚水が約 81.2％、雨水が約 86.9％となってい

ます。 
 

施設名 全体計画面積 認可区域面積 整備面積 整備率 
公共下水道（汚水） 523 ha 453ha 368 ha 81.2 % 
公共下水道（雨水） 678 ha 487 ha 423 ha 86.9 % 

図表 13 公共下水道の整備状況（令和 5 年３月３１日時点） 

 
この結果約 1 万 2 千人の汚水処理が実施されており、下水道普及率は約 44.5％に達し

ています。 
 

施設名 行政人口 処理区域人口 普及率 
公共下水道（汚水） 27,692 人 12,322 人 44.5 % 

図表 14 公共下水道（汚水）普及状況（令和 5 年３月３１日時点） 

 

2. 体制・委託 

（１）体制の拡⼤・縮小 
本市には、平成 13 年度（2001 年度）から令和 3 年度（2021 年度）までの期間に職員

数が 1 名減少し 10 名になりました。 
 

 平成 13 年度 平成 23 年度 令和３年度 

職員 
人数 

管理職 1 名 1 名 1 名 
事務職 4 名 6 名 4 名 
技術職 6 名 5 名 5 名 
合 計 11 名 12 名 10 名 

下 水 道 事 業 
関 連 組 織 

1 課 1 室 
1 センター 

1 課 1 室 
1 センター 

1 課 
1 センター 

図表 15 下水道事業配置職員数の推移 
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  本市では、市内の⽣活環境の改善と美しい水環境の維持を目的として下水道課を組織

していますが、公共下水道事業に地方公営企業法を適用しているため、現在、一般会計
に属する職員と下水道事業会計に属する職員が施策の実現に向けて事業に取り組んでい
ます。 

 

 
図表 16 下水道事業組織体制(令和 5 年 4 月 1 日現在) 

 
（２）⺠間への委託 

下水道事業については、これまでも下水道終末処理場の運転管理などの業務を⺠間に
委託してきましたが、⺠間事業者の技術や経営ノウハウによるインフラ管理は下水道事
業の多くの施設の経費縮減に対して有効な取り組みです。 

  今後も、行政と⺠間事業者が役割分担し、⺠間の創意⼯夫が発揮できる場を設け、活
用することで事務の効率化を図っていきます。 

  通常、⺠間に業務を委託する際には、単独業務を単年度契約で仕様規定による発注が
原則ですが、必要な情報を開示しながら、複数業務の一括発注、複数年度契約、性能規
定による発注を行うことで、作業の平準化や重複作業の効率化、⺠間の創意⼯夫を促し
⺠間の技術的ノウハウの活用によるコスト削減を見込むことが可能になります。 

 

名称 契約期間 契約金額 
鹿島市浄化センター等 
運転管理業務委託 

令和 4 年 4 月  1 日から 
（2 年間） 

約 118 百万円/年 

図表 17 主な⺠間管理委託 
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3. 使用料の状況 

（１）鹿島市下水道料金の料金設定について 
 
  鹿島市公共下水道事業の料金については鹿島市下水道条例により定められており、5

立方メートルまでと 5 立方メートルを超え 10 立方メートルまでの部分で 2 段階の基本料
金と 10 立方メートルを超える部分については従量使用料金を設定しています。 

 

 
図表 18 下水道使⽤料の料金設定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区分 基本料金（1月につき） 従量使用料金（1立方メートルにつき）
汚水量 料金 汚水量 料金

一般汚水 円 円
5立方メートルまで 730 10立方メートルを超え20立方メートルまでの部分 135

20立方メートルを超え30立方メートルまでの部分 155
5立方メートルを超え 1,050 30立方メートルを超え50立方メートルまでの部分 180
10立方メートルまでの部分 50立方メートルを超え100立方メートルまでの部分 210

100立方メートルを超える部分 230
公衆浴場汚水 1立方メートルにつき 30

鹿島市下水道条例第20条3項別表第2より



第３章 下水道事業の現状 

14 
 

 
（２）他団体と比較する下水道料金の金額比較 
 

佐賀県内の団体との下水道使用料の比較を見ていきます。一般的な家庭における 1 ヶ
月当たりの使用量の目安となる 20 立米当たりの料金を比較していきます。 

鹿島市の下水道使用料は 20 立米当たり 2,640 円となっていますが、佐賀県内の平均は
3,377 円となっており、国からは 3,000 円を超えることが求められています。 

今後は将来の物価上昇を踏まえた上で総括原価方式による料金設定の見直しも含め検
討が必要と考えられます。 

 
（単位：円）        

 
 
 

（単位：円）        
団体名 金額 団体名 金額 

武雄市 4,180 唐津市 3,300 

多久市 3,960 基山町 3,245 

神埼市 3,850 佐賀市 3,168 

みやき町 3,850 小城市 3,025 

白石町 3,740 江北町 2,992 

吉野ヶ里町 3,630 嬉野市 2,970 

有田町 3,520 鹿島市 2,640 

伊万里市 3,487 鳥栖市 2,475 

経営比較分析表（令和 3 年度決算）を基に本市独自作成 
図表 19 佐賀県内使⽤料一覧 

 
 
 



第３章 下水道事業の現状 

15 
 

4. 下水道財政 

（１）下水道財政の仕組み 
  下水道事業の主な財源は、下水道使用料、繰入金、企業債です。 
  下水道使用料は、下水道を使用している方に水量に応じてご負担をお願いしている

「料金」です。繰入金は、市の一般会計から繰入れる「お金」です。企業債は、下水道
事業の実施に伴って借り入れる「借金」であり、後日償還（返済）をする必要がありま
す。整備によって便益を受ける⻑期間、公平に負担することとなります。 

  財政計画では、これらの財源の検討に加え、企業債残高も注視しています。 
  官公庁会計から公営企業会計に移行したことにより、資産・損益が把握でき、適切な

経営計画の策定が可能になったほか、自治体間での経営状況の比較が可能になりました。 
  これまでの「官公庁会計」では、単一会計で当年度のすべての収入を歳入、すべての

支出を歳出として、歳入と歳出の差引きにより剰余金を算出しました。一方、「公営企
業会計」では収入及び支出を、a 当年度の損益取引に基づくもの（企業活動の成果とし
ての利益や損失＝「収益的収支」）と、b ⻑期の試算となる投下資本の増減に関する取引
（a 以外＝「資本的収支」）とに明確に区分しています。 

  このため、予算においても「収益的収支予算」と「資本的収支予算」の 2 本建てにな
ります。 

 
図表 20 一般会計から官公庁会計へ 
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①収益的収支予算 
  収益的収支予算には、現金の出入りでなく、公営企業の経営活動に伴い１年間に発⽣

すると予想される全ての収益とそれに対応する全ての費用が計上されます。 

※支出の効果が当該年度の費用として処理され、当該事業年度の収益に対応するもの 
 

②資本的収支予算 
  資本的収支予算には、諸施設の整備、拡充等の建設改良費、これら建設改良に要する

資金としての企業債収入、現有施設に要した企業債の元金償還金などの予定額を支出と
して計上します。 

 
 
 

※支出の効果が翌事業年度以降に及び、将来の収益に対応するもの 
 
  公営企業は、施設等を整備し、住⺠⽣活や地域の発展に不可⽋なサービスを提供する

ため、経済性を発揮するよう運営されるものです。すなわち投下資本の回収によって経
営を持続していきます。 

  一年間の経営活動の計画としての損益予算（収益的収支予算）と施設の建設・更新の
ために必要な資金や企業債の借入額・償還額等の見通しを示した資金予算（資本的収支
予算）とを区分することで、経営活動と投資活動の両面からの統制が可能となります。 

  なお、下水道事業では、施設建設に多額の費用が必要になる一方、何十年もの期間使
用できることから、整備時の市⺠が一括負担するのではなく、費用の借り入れを行い、
将来下水道を使用する方々にも負担していただくという考え方（世代間公平）から企業
債を活用することとされています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

収益的収入 下水道使用料、補助金、一般会計繰入金など 
収益的支出 人件費、材料費、減価償却費、企業債償還金利子など 

資本的収入 企業債、国庫補助金など 
資本的支出 建設改良費、企業債元金償還金など 
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（２）下水道事業の財政 
  本市では、公共下水道を供用開始する前年度の平成５年度（1993 年度）に投資のピー

クを迎え、以降は企業債の償還が進み企業債残高は減少傾向にありましたが、近年の豪
雨災害への対策、下水道の未普及対策にかかる施設の整備・更新を行っており企業債残
高は平成 30 年度（2018 年度）から増加傾向にあります。 

  一般会計からの繰入金については、公費で負担すべき経費（基準内繰入金）*を超えて
下水道事業の費用不足分を補てんする経費（基準外繰入金）を繰り入れている状況です。 

  現在、公共下水道（汚水）の普及拡⼤に取り組んでいますが、有収水量は少子高齢化
の進行、節水型の家電製品の普及などにより将来的に減少していくことが見込まれます。
今後こうした状況がさらに進展した場合、経営状況が悪化し適正な施設の維持管理がで
きなくなることが推測されることから、下水道の整備規模の見直しや使用料の改定を含
めた対応が必要になります。 

 

 
 

企業債の推移「地方公営企業決算状況調査票」より   
図表 21 企業債残高の推移 

 
*このうち公費で負担すべき経費（基準内繰入金）の起債償還額の一部に対し地方交付税
交付金が充当されています。 

 
 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

64.7 63.2 61.6 59.9 57.8 56.5 54.8 53.4 53.8 56.1 59.5 62.3

単位：億円 



第３章 下水道事業の現状 

18 
 

（３）あるべき姿 
  下水道事業の経費負担は、市⺠が等しく利益を受ける「雨水」事業は公費（税金）、

汚水を排出する使用者が利益を受ける「汚水」事業は公費負担すべき部分を除き私費
（下水道使用料）という原則が適用されます。自律的に事業収入によってその経費を賄
う「独立採算」が基本です。中期的な収支均衡に加え、原則として単年度の収支が合う
ことが必要です。 

  総務省では最低限の使用料として 150 円/㎥、また、人口密度に応じて賄うべき資本費
の割合を示しています。 

 
下水道事業の経営原則 

 
 
 
 
 
 
 

 雨水の処理 汚水の処理 

経費負担 
区 分 

公費（一般会計） 

私費（下水道使用料） 
※例外として高度処理費や分流式下
水道に要する経費の一部等は公費負
担 

説 明 

公共水域の水質保全や浸水の防
除といった公共的な役割を担って
おり、自然現象に起因するもの
で、その原因者を特定することが
困難であり、雨水の排除は、その
受益が広く一般市⺠に及ぶこと等
により公費負担とされています。 

 下水道整備により使用者が⽣活環
境の改善等の利益を受けること及び
汚水が日常⽣活や⽣産活動等により
⽣じるものであり使用者は水質汚濁
の原因者であることから、原則とし
て、使用者がその排出量に応じて、
適正な費用負担をすべきであるとさ
れています。 
 ただし、汚水に係る経費のうち高
度処理に要する経費の一部などの公
共的な役割にかかる経費について
は、公費負担とされています。 
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5. 下水道事業の過去の全体像 

 下水道事業の過去の全体像を、モノ・カネ・ヒトについて 20 年前と 10 年前と現在の比
較としてまとめました。 
 
下水道事業全体像（20 年前から現在まで） （１/2） 

 平成 13 年度(2001 年度) 
20 年前 

平成 23 年度(2011 年度) 
10 年前 

令和 3 年度(2021 年度) 
現在 

市のフレーム 

人口規模 

財政規模 
 
 
 

 

 

33,757 人 

公共下水道事業特別会計 

（法適用前） 
歳入 約 1,158 百万円 

    歳出 約 1,158 百万円 
 

 

31,494 人 

公共下水道事業特別会計 

（法適用前） 
歳入 約 930 百万円 

    歳出 約 931 百万円 
 

 

28,007 人 

下水道事業会計 

（地方公営企業法適用後） 
収益的収入 約 1,053 百万円 
収益的支出 約 1,010 百万円 
資本的収入 約 1,155 百万円 
資本的支出 約 1,339 百万円 

地方債現在高        約 6,590 百万円        約 6,320 百万円        約 6,239 百万円 

機 能 

水洗トイレ接続 

浸水防止 

 

4,058 人 

浸水件数（床上・床下） 
90 件（1992-2001） 

 

6,219 人 

浸水件数（床上・床下） 
17 件（2002-2011） 

 

8,924 人 

浸水件数（床上・床下） 
109 件（2012-2021） 

下水道事業費 

 維持管理費 

  管  渠 

  ポンプ場 

  処  理  場 

 整備費 

  管  渠 

  ポンプ場 

  処  理  場 

  公  債  費 

  

約 165.7 百万円 

約 8.4 百万円 

約 30.7 百万円 

約 99.3 百万円 

約 538.0 百万円 

約 353.0 百万円 

約 185.0 百万円 

0.0 百万円 

約 292.0 百万円 

  

約 120.4 百万円 

約 1.6 百万円 

約 25.6 百万円 

約 61.3 百万円 

約 337.0 百万円 

約 337.0 百万円 

0.0 百万円 

0.0 百万円 

約 153.0 百万円 

  

約 308.0 百万円 

約 28.6 百万円 

約 33.1 百万円 

約 131.3 百万円 

約 1,063.0 百万円 

約 459.0 百万円 

約 596.0 百万円 

約 8.0 百万円 

約 656.0 百万円 
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下水道事業全体像（20 年前から現在まで） （2/2） 

 平成 13 年度(2001 年度) 
20 年前 

平成 23 年度(2011 年度) 
10 年前 

令和 3 年度(2021 年度) 
現在 

施設量 
汚水管延⻑ 
雨水管延⻑ 

中継ポンプ場 

下水道終末処理場 

 
        約 39ｋｍ 
        約  3ｋｍ 

2 箇所 

1 箇所 

 
        約 60ｋｍ 
        約  4 ｋｍ 

3 箇所 

1 箇所 

 
        約 86ｋｍ 
        約 14ｋｍ 

3 箇所 

1 箇所 

財政 

 使用料収入 

 一般会計繰入金 

 
 
 

       約 64.6 百万円 
約 553.9 百万円 

 
 
 

      約 115.7 百万円 
約 518.4 百万円 

 
 
 

      約 138.0 百万円 
      約 524.8 百万円 

人・組織 

管理  1 人 
事務  4 人 
技術  6 人   計 11 人 

（1 係１センター） 

管理  1 人 
事務  6 人 
技術  5 人   計 12 人 

（1 係１センター） 

管理 1 人 
事務 4 人 
技術 5 人   計 10 人 

（1 係１センター） 

※ 公営企業会計の収支は、収益的収支、資本的収支に分けて記載しています。 
 また、収支には現金の支出を伴わない費用（減価償却費、⻑期前受金等）も含みます。 
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第４章 将来の事業環境 

1. 人口、需要、気候変動 

（１）将来人口と下水道需要の見通し 
本市の将来人口については、鹿島市人口ビジョン（平成 27 年 10 月作成）において、

これから約 40 年先の令和 42 年（2060 年）までの人口を予測しています。 
なお、人口ビジョンでは、本市の目指すべき将来人口として、令和 22 年（2040 年）

に 23,922 人を政策目標として掲げていますが、本経営戦略においては、地域ごとの特色
を考慮し、事業ごとに下水道需要を予測しています。 

人口は減少傾向にあるものの、整備面積の拡⼤により下水道需要は中期的に増加する
見通しです。 

 

 
鹿島市の人口動向（鹿島市人口ビジョンより抜粋） 

図表 22 鹿島市の人口動向 
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（２）気候変動 
  近年、毎年のように豪雨災害が発⽣しており、気象庁の観測データでは１時間あたり

50mm 以上の短時間の強い雨の頻度が⻑期的に増加傾向にあり、今後も同様の傾向にあ
ると言われています。 

 

2. 整備の見通し（老朽施設の急増・リスク） 

（１）老朽施設の急増、リスク 
  平成 6 年度（1994 年度）から供用開始した鹿島市浄化センター及び 3 箇所の中継ポン

プ場、の他各処理分区の汚水函渠は、今後老朽化が進み、維持管理・修繕経費が⼤きく
増加することが見込まれます。令和 26 年以降、法定耐用年数 50 年を経過する汚水管渠
が増加していきます。 

  また、汚水管渠、市内 6 箇所にある雨水ポンプ場などの施設も浸水被害に備えて計画
的に更新を行う必要があります。 

 
 

    
汚水管渠の破損状況 

 

    
（更新前）             （更新後） 

雨水施設の老朽化状況 
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（２）施設更新の見通し 
公共下水道事業については、令和３年度末の全体計画に対する整備率が 69.6％で、未

整備地域における下水道整備は令和 18 年度までに完了する計画ですが、国は令和８年度
末での汚水処理施設の概成方針を示しているため、令和９年度以降の国の動向によって
は国庫補助金に影響することが予想され、計画の見直しなど慎重に検討する必要があり
ます。 

既存資産の更新については、経年化資産（法定耐用年数経過後、1.5倍の年数経過未満）
の状態で更新することが望ましいと考えられます。公共下水道事業の管渠の場合は法定
耐用年数が 50 年のため更新周期が 75 年未満となります。現在保有している資産の健全
度の推移をみると、令和 55 年度（2073 年度）に現在保有する全て資産が経年化資産及
び老朽化資産となり、令和 80 年度（2098 年度）には全ての資産が老朽化資産となる見
込みです。 
 

図表 23 保有資産の健全度の推移（更新を行わなかった場合） 

 
（３）既存施設の将来更新整備の考え方 

法定耐用年数は、施設更新の目安とされていますが、限られた財源や人員の中で効率
的な事業運営を継続していくために、特定の年度に集中することがないよう、可能な限
り⻑期的視点かつ、いくつかのパターンを検討して投資の平準化を図り既存施設の整備
を行っていきます。 

 
 
 

（単位：億円） 

健全資産 老朽化資産 経年化資産 
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3. 維持管理費の見通し 

 
今後の維持管理費については、点在する施設の効率化を総合的に見直すと同時に引き続

き維持管理費の削減に向けた取り組みを実施し、経営の健全化を図ります。また、今後も
⺠間ノウハウ・創意⼯夫等を活用し、より効率的な下水道事業の運営を検討していきます。
今後の主な維持管理費の削減への取り組み予定は次のとおりです。 
 
（１）事務処理の効率化 

平成 29 年 4 月の鹿島市新世紀センターの建設に伴い、上水道事業と下水道事業が同一
フロアで業務を行っています。すでに料金徴収業務や会計処理業務等についても業務の
効率化を進めており、今後より一層の適正化に取り組んでいきます。 

 
（２）包括的⺠間委託 

下水道事業ではこれまで下水道使用料徴収業務を始め、浄化センター等の処理場施設
に包括的⺠間委託を取り入れ、事業の効率化及び維持管理費の削減に取り組んできまし
た。今後は管渠施設等についても導入可能であるか検証を行います。 

 
（３）汚泥処理の広域化 

⽣活排水処理事業の持続可能な運営を行うため、令和４年度（2022 年度）に県内の全
20 市町と県を構成員として設立した佐賀県⽣活排水処理広域連携推進協議会により佐賀
県⽣活排水処理広域化･共同化計画が策定されました。本計画に基づき現状と課題を踏
まえた汚泥処理広域化の検討を行っており、その結果を踏まえた効率的な事業運営、維
持管理費の削減に取り組んでいきます。 

 
（４）省エネ・創エネの取り組み 

国が地球温暖化対策計画（令和 3 年 10 月 22 日閣議決定）を策定し、温室効果ガス削
減に向けた取り組みを推進する中、地方公共団体は下水道施設における太陽光発電や消
化ガス発電などの率先的な導入が求められています。本市の施設規模で脱炭素の取り組
みによる維持管理費の削減が可能か検証を行います。 
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第５章 経営の基本方針 

1. 基本方針 

 下水道の建設から維持管理へ、さらに改築の時代に今後差し掛かっていく本市において
は、施設老朽問題の深刻化、豪雨等による浸水に対する脆弱性、財源不足の急拡⼤に対し
て、以下の基本方針を定め、戦略的な下水道事業運営を行います。 
 
（１）施設管理の最適化 
  下水道施設の管理は、老朽化の進展状況を考慮し、ストックマネジメント計画に基づ

き、リスク評価等による優先順位付けを行ったうえで、施設の点検・調査、修繕・改築
を実施し、施設全体を対象とした施設管理の最適化に取り組みます。 

 
（２）下水道施設の脆弱性の解消（地震・津波・浸水） 
  雨水施設の整備を引き続き進めるとともに、施設の老朽化を点検・調査し、修繕・改

築計画を作成、実行していきます。 
 
（３）経営健全化 
  ⻑期的に持続可能な下水道事業運営とするため、経費縮減などの努力を行ったうえで、

必要な下水道使用料の見直しを行います。 
  下水道事業を遅滞なく進めるため、⺠間に任せられることは⺠間に委託し、業務の更

なる効率化を図りつつ、必要な人員配置と技術力確保を行います。 
 

2. 基本施策（改善の取り組み） 

本経営戦略では、上記の取り組みを踏まえ将来にわたって持続可能な下水道サービスを
提供し、安心で安定した下水道事業運営を実現するため、下記に示す 6 つの項目を基本施
策と定めました。 

 
・下水道の計画的整備及び水洗化人口 
・接続促進による水洗化率の増加 
・下水道施設の適正な維持管理と処理施設の広域化 
・財政の健全化による基準外繰入金の削減 
・経営人材の育成及び技術職員の確保・育成 
・使用料収入の増加及び経費削減の施策による経費回収率の向上 
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第６章 投資・財政計画 

1. 投資・財政計画 

（１）将来シミュレーションの実施及び前提条件 

 
 
 
 
 

使用料単価 令和4年度実績を基に令和6年度以降固定推移

有収水量 水洗化人口の増減率を前年度有収水量に乗じて算定

水洗化人口 現在処理区域内人口に増加する見込みの水洗化率を乗じて算定

基準内繰入 繰出基準に伴い推計

基準外繰入 資金残高及び損益がマイナスにならないよう繰入金を調整して算定

⻑期前受金戻入

その他

職員給与費

維持管理費
（職員給与費を除く）

減価償却費

資産減耗費

企業債利息

その他

企業債

他会計補助金

国庫補助金

⼯事負担金

建設改良費

企業債償還額

資
本
的
収
支

収
益
的
収
支

支
出

収
入

将来計画している建設改良費の財源に充てる企業債、資本平準化債及び特別措置分につい
て推計

償還元金に対する繰入を推計

将来計画している建設改良の財源として推計

将来計画している建設改良の財源として推計

建設事業計画から推計
※維持管理費同様の物価上昇率を見込む

企業債の元利償還見込に基づき、計画期間中の新規発行額の償還元金を個別に算定

法定耐用年数に基づき個別に推計

令和4年度実績に基づき、令和6年度以降も同額で推移

企業債の元利償還見込に基づき、計画期間流の新規発行債の償還利子を個別に算定

令和4年度決算実績に基づき必要経費を推計

費
用

収
益

一般会計繰入金

収支項目

令和4年度実績を基に令和6年度以降も計上が見込まれる額を推計
また、一部手当を除き物価上昇率として年1％ずつの増加を見込む

令和4年度実績を基に令和6年度以降も計上が見込まれる額を推計
また、一部費用を除き物価上昇率として年2％ずつの増加を見込む

固定資産の取得に充てた財源である国庫補助金等を計上した⻑期前受金から、固定資産の
減価償却費等見合い分を順次収益化するものとして推計

令和4年度実績を基に令和6年度以降も計上が見込まれる額を推計

使用料単価に有収水量を乗じて推計

前提条件

使用料収入
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（２）財政計画の策定 
①当年度純利益及び資金残高（千円） 

 

 
図表 24 当年度純利益及び資金残高の見通し 

 
 
各年度における資金残高及び当年度純利益が赤字（損失）とならないよう一般会計から

の繰入を行っています。令和 2 年度より公営企業法の適用を受け会計基準が変わったこと
から資金収支の均衡だけでなく、将来の資産更新や正確な期間損益を把握することを目的
に減価償却費をはじめとした非資金的な費用を賄うことが必要となりました。 

これにより、資金の支出を伴わない費用（減価償却費等）を資金の収入を伴う収益（一
般会計からの繰入）で賄っていることから資金残高は増加が見込まれます。これは資金を
余剰に保有しているわけではなく、将来の資産更新に備えて蓄えておく必要がある資金で
あることに留意しておく必要があります。 

 
 
 
 
 
 

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

当年度純利益 43,406 39,168 25,856 772 813 891 800 772 813 891 800 772 813

資金残高 249,624 208,556 318,236 410,679 467,989 514,469 565,929 567,319 594,347 640,132 700,739 734,387 747,864

 実績・見込← →推計 
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②使用料収入及び経費回収率（百万円・％） 

 

 
図表 25 使⽤料収入及び経費回収率の見通し 

 
 
本市公共下水道事業においては、整備面積の拡⼤により下水道需要は中期的に増加を見

込んでおります。これにより計画期間内における使用料収入についても増加が見込まれま
す。 

経費回収率については令和 3 年度時点で 53.2％ですが、徹底的な経費削減により令和 5
年度以降 70.0％を超えることを見込んでいます。ただし、本指標は社会資本整備総合交付
金の交付要項となっている重要な指標であり、交付要件として令和 7 年度時点で 80％以上、
将来的な下水道事業の運営として 100％以上となることが望ましいとされています。 

使用料収入は増加が見込まれるものの、物価高騰や将来的な人口減少も視野に使用料水
準や整備計画の見直しを含めて検討が必要となります。 

 
 
 
 

 
 

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

使用料収入 138.0 139.6 142.4 148.4 151.0 153.9 156.6 159.7 161.8 164.2 166.6 169.4 171.2

経費回収率 53.2% 61.2% 65.2% 69.9% 70.1% 70.4% 70.6% 70.9% 70.8% 70.8% 70.8% 70.9% 70.6%

 実績・見込← →推計 
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③収益的収支、基準内繰入金及び基準外繰入金（百万円） 

 

 
図表 26 収益的収支、基準内繰入金及び基準外繰入金の見通し 

 
 
収益的収支は、年間の使用料をはじめとした収益及び維持管理に要した費用です。整備

拡⼤により収入は増加する一方、物価上昇の影響もあり費用も増⼤していく見込みであり、
収益的収支が赤字とならないよう一般会計からの繰入により運営を行っている状況です。 

繰入金には雨水処理に要した費用など一般会計が負担すべき費用を下水道事業が負担し
たためもらう『基準内繰入』と下水道事業の赤字補填のためにもらう『基準外繰入』があ
ります。 

『基準内繰入』は整備拡⼤や物価上昇に伴う費用の増加により増加を見込んでおり、令
和 15 年度には 5.7 億円となり、うち 2.7 億円は雨水処理に要する経費を賄う繰入であり基
準内の繰入の 47％を占めます。 

 
 
 

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

収益的収入 1,053 1,037 1,001 1,007 1,025 1,089 1,096 1,112 1,143 1,172 1,242 1,239 1,246

収益的支出 1,010 997 973 1,007 1,025 1,088 1,095 1,112 1,143 1,171 1,241 1,239 1,245

基準内繰入 384 417 389 430 440 458 479 489 509 528 554 569 573

基準外繰入 125 108 121 72 73 73 73 73 74 75 77 77 79

 実績・見込← →推計 
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④資本的収支、基準内繰入金及び内部留保資金（百万円） 

 

 
図表 27 資本的収支、他会計繰入金及び内部留保の見通し 

 
 

資産整備のため令和 6 年度から令和 15 年度の 10 年間で 95.1 億円の支出を見込んでいま
す。その財源は企業債 53.8 億円(56.5%)、国庫補助金 38.4 億円(40.3%)、⼯事負担金 2.6 億
円(2.7%)となります。また、この 10 年間での企業債の償還額は 36.1 億円の支出となりま
す。 
 内部留保資金については、前述の収益的収入における基準内繰入の増⼤もあり増加が見
込まれております。これは資金を過剰に保有しているわけではなく、将来の設備更新に備
えて蓄えておく必要がある資金となります。 
 
 
 
 
 

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

資本的収入 1,155 1,844 825 1,284 1,270 1,436 794 970 955 1,174 779 450 439

資本的支出 1,431 2,159 1,086 1,518 1,564 1,759 1,141 1,349 1,340 1,556 1,174 869 865

一般会計繰入（右軸）17 15 20 9 9 9 9 7 6 5 3 3 2

内部留保資金（右軸）291 314 262 233 294 323 347 379 385 381 395 419 425

 実績・見込← →推計 
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（３）指標分析 
①経常収支比率（％） 

 
 
 
 
 
 
 
 

算定方法
経常収益 望ましい向き ↑

経常費用

分析指標の意味（何がわかる？）

本市の指標からわかること

 経常収益にて経常費用を賄えている状況で推移することが見込まれます。しかしながら、主な
経常収益である下水道使用料は増加が見込まれるものの物価の上昇や整備地域拡⼤に伴う減価償
却費の増⼤等の要因により経常収支比率は減少傾向となっています。

経常収支比率＞100％
×100経常収支比率＝

当年度において、使用料収入などの経常収益で維持管理費や支払利息などの経常費用をどの程度
賄えているかを示しています。経常収支比率が高いほど経常利益が高いことを示しており、
100％未満の場合は経常損失が⽣じていることを意味します。

104.3 100.1

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

 実績・見込← →推計 
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②流動比率（％） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

算定方法
流動資産 望ましい向き ↑

流動負債

分析指標の意味（何がわかる？）

本市の指標からわかること

 令和3年度時点では70.1％と100％を下回っているものの増加傾向にあり、安定した運営や将
来の資産更新に必要な資金の確保に取り組み165.1％まで増加する見込みとなります。

流動比率＝ ×100
流動比率＞100％

短期的な債務に対する支払い能力を表す指標で、100％以上であることが必要です。一般的に
100％を下回る場合は支払い能力を高めるための経営改善を図っていく必要があります。
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165.1
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 実績・見込← →推計 
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③経費回収率（％） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

算定方法
使用料収入 望ましい向き ↑

汚水処理費用(公費負担分除く)

分析指標の意味（何がわかる？）

本市の指標からわかること

 使用料収入は増加が見込まれるものの、物価上昇や整備地域拡⼤による減価償却費等の費用増
⼤により100％を下回った状況のまま、ほぼ横ばいで推移する見込みです。
 経費回収率は100％を目指すべきであり、使用料単価の適正化や汚水処理原価の削減等によ
り、段階的な目標の設定及び達成に取り組む必要があります。

経費回収率＝ ×100
経費回収率＞100％

使用料で回収すべき経費をどの程度使用料収入で賄えているかを表す指標で、100％以上である
ことが必要です。100％を下回っている場合は、適正な使用料収入の確保及び汚水処理費の削減
が必要です。
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 実績・見込← →推計 
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④汚水処理原価（円） 

 
類似団体平均については、経営比較分析表（令和 3 年度決算分）より   

 
 
 
 
 
 
 

算定方法
汚水処理費(公費負担分を除く) 望ましい向き ↓

年間有収水量 類似団体平均 188.3

分析指標の意味（何がわかる？）

本市の指標からわかること

 令和5年度の205.1円から令和15年度の210.8円と5.3円／㎥増加する見込みです。物価上昇率
を1〜2％想定しており、現行と同等の取り組みでは増加していくことが考えられます。

汚水処理原価＝ ×1,000

有収水量１㎥当たりの汚水処理に要した費用で、汚水資本費及び汚水維持管理費の両方を含めた
汚水処理に係るコストを表す指標で、経年比較や類似団体との比較等による状況の把握及び分析
が求められます。
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 実績・見込← →推計 
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⑤水洗化率（％） 

 
類似団体平均については、経営比較分析表（令和 3 年度決算分）より   

 
 
 
 
 
 
 

算定方法
現在水洗便所設置済人口 望ましい向き ↑

現在処理区域内人口 類似団体平均 81.3

分析指標の意味（何がわかる？）

本市の指標からわかること

 下水道への接続促進により水洗化率は上昇していく見込みです。しかし、類似団体との比較で
は令和3年度時点で73.3％とまだ低いため今後も下水道整備地域の接続促進に努めていく必要が
あります。

水洗化率＝ ×100

現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水処理している人口の割合を表す指標
で、公共用水域の水質保全や使用料収入の増加等の観点から100％となっていることが望ましい
とされています。
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 実績・見込← →推計 
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⑥有形固定資産減価償却率（％） 

 
類似団体平均については、経営比較分析表（令和 3 年度決算分）より   

 
 
 
 
 
 

 

算定方法
減価償却累計額 望ましい向き ↓

償却資産 類似団体平均 14.6

分析指標の意味（何がわかる？）

本市の指標からわかること

 令和2年度より公営企業会計に移行しており、毎年度減価償却率は増加していき老朽化が進行
すると見込まれます。ストックマネジメント計画をはじめとした更新計画に基づき適切な資産管
理を行っていく必要があります。

有形固定資産
  減価償却率＝ ×100

 保有している有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標
で、資産の老朽化（経年化）の度合いを示しています。数値が100％に近いほど老朽化が進んで
いることを示しており、施設の安全性などの観点から更新の必要性を推測することができます。
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 実績・見込← →推計 
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⑦自己資本構成比率（％） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

算定方法
資本金＋剰余金＋評価差額等＋繰延収益

負債資本合計

分析指標の意味（何がわかる？）

本市の指標からわかること

 各年度で利益は確保しているものの、年々減少し、令和3年度の59.9％から令和15年度には
52.6％と7.3ポイントの減少が見込まれております。将来世代への負担を高めながら運営を行っ
ていることとなり、経営体質の改善が急務となります。

 自己資本
   構成比率＝ ×100

 総資本（負債及び資本）に占める自己資本の割合であり、数値が高いほど資本構成の安全性が
高いことを示していますが、負債の割合を抑えるために建設投資の財源の料金を源泉とする利益
剰余金を過度に求める場合は世代間の負担の公平性が損なわれており留意が必要です。

望ましい向き ↑

59.9

52.6
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 実績・見込← →推計 
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⑧固定資産対⻑期資本比率（％） 

 
 
 
 
 
 
 
 

算定方法
固定資産 望ましい向き ↓

固定負債＋資本金＋剰余金＋評価差額等＋繰延収益

分析指標の意味（何がわかる？）

本市の指標からわかること

 令和3年度は100.9％と100％を上回っているものの、令和15年度では98.1％と2.8ポイント減
少し、改善することが見込まれます。国からの補助金等を活用し整備地域の拡⼤を続けたことに
より改善が見込まれるものの、将来の企業債償還に備えて運営していく必要があります。

固定資産対
 ⻑期資本比率＝ ×100

固定資産対⻑期資本比率＜100％

 固定資産が返済する必要がない自己資本や⻑期に活用可能な固定負債によってどの程度調達さ
れているかを示しています。100％を上回っている場合は流動負債から調達されていることを示
しており、事業の安定性が低いことを示しています。

100.9 98.1
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2. 鹿島市の下水道事業の課題 

 
 
 
 
 
 
 

 
汚水処理に関する課題 
 
＜整備方針＞ 

国は令和8年度末までの汚水処理施設の概成を目指していますが、現在計画では整備完
了予定が令和 18 年度であり、国の動向を注視しつつ下水道全体計画の見直しを含め整
備方針を検討していく必要があります。 

 
 ＜適切な使用料水準＞ 

本市の使用料は佐賀県の市町の平均を下回っており、令和3年度決算時の経費回収率は
53.23％と 100％未満のため、整備段階ではありますが将来を見据えて独立採算を目指
した適切な使用料水準の見直しが必要となっています。 

 
＜接続促進＞ 

本市の公共下水道は整備段階ということもあり令和3年度決算時の水洗化率は73.3％、
類似団体の平均である 81.3％を下回っております。整備と並行して接続推進への取り
組みを強化していく必要があります。 

  
＜基準外繰入＞ 

汚水処理費用を使用料で賄えておらず、一般会計からの基準外繰入金に依存している
ため、独立採算を基本とした運営を図らなければなりません。 

 
 
雨水処理に関する課題 
 

＜施設の更新＞ 
本市の令和3年度決算時の雨水処理費は施設の更新に伴い中期的に増加していきます。
雨水事業は公費負担であり、一般会計に大きな影響を与えるため、費用の平準化・最
適化を行う必要があります。 

 
 
汚水処理・雨水処理共通の課題 
 

＜企業職員の育成＞ 
企業会計や下水道技術など専門性の高い人材を専属的に企業職員として長期間育成し
つつ、水道事業と連携した組織体制づくりに取り組む必要があります。 

 
<資材の高騰> 

建設資材の高騰や人件費が上昇しており施設整備費用は増加傾向にあります。 
 



第６章 投資・財政計画 

40 
 

3. 今後の目標設定とまとめ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
本経営戦略では、事業の現状と課題を把握し、今後の見通しを踏まえた上で 10

年間の投資試算・財源試算による投資・財政計画を作成し本市の公共下水道事業の
課題を明らかとしてきました。 

下水道事業は、施設整備費用が多額となり、あわせて事業運営には維持管理費も
必要となります。費用のうち公費で負担すべき部分以外は下水道使用料で回収する
ことになります。 

本市は、下水道使用料の経費回収率が低いため向上への取り組みとして、費用に
ついてはこれまでも民間委託等により削減に努めてきましたが、今後も広域化を含
めたさらなる削減を図るよう取り組んでいきます。 

また、昨今の物価上昇等の社会情勢もあり費用削減だけでは厳しいことから使用
料収入を増加させるために未接続世帯への接続促進を行ことで水洗化率を向上させ
ることや使用料単価の見直しの検討を行っていく必要があります。 

投資・財政計画の結果を踏まえ、水洗化率は令和 15 年度に 85％以上、経費回収
率については令和 7 年度において 80％以上、令和 15 年度において 90％以上と段階
的に目標を設定し、達成に努めていきます。 

 
 

項目 実績値 
R3 年度 

目標値 
R15 年度 

水洗化率 73.3％ 85％以上 

経費回収率 53.2％ 90.0%以上 

 



第６章 投資・財政計画 

41 
 

4. 計画数値 
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第７章 進捗管理・検証・見直し 

1. 進捗管理と取り組みの検証 

 経営戦略を確実に実施していくため、毎年、進捗管理（モニタリング）を行います。ま
た、※PDCA サイクルを効果的に回して、経営戦略の事後検証及び見直し（ローリング）
を 5 年ごとに行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ＰＤＣＡサイクルとは・・・ 
 
  ①PLAN：目標を設定する。 
  ②DO：具体的に行動する。 
  ③CHECK：途中で成果を見直し、確認する。 
  ④ACTION：必要に応じて修正を加える。 

 
以上を一連のサイクルとし継続的に事業の改善を推進する手法です。 

・投資試算と財源試算のシナリオ検討 
・効率化、健全化の目標指標設定 
・投資財政均衡の中期計画策定 

・推進体制の確立 
・中期計画の実施 
・実施内容の記録 

・実施内容の見直し 
・目標等の再設定 
・改善案の策定 

 PDCA サイクル 

 

  

 Ｐ：Plan 
 （立案・計画） 

Ｄ：Do 
 （実施・推進） 

Ａ：Action 
 （改善・見直し） 

Ｃ：Check 
 （検証・確認） 

・実施内容の確認 
・計画と実績の対比 
・達成状況の評価 
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